
岩手県知財金融推進コンソーシアム

パテント 2021 － 20 － Vol. 74　No. 4

特集《東北の知財》

岩手県知財金融推進コンソーシアム

会員　村雨　圭介

要　約
　岩手県では，「県内中小企業における知的財産を活用した経営を促進するとともに，県内金融機関等におい
て県内中小企業が保有する知的財産を含む事業性評価に基づく成長支援や融資，信用保証等を推進すること」
を目的とした「岩手県知財金融推進コンソーシアム」が，平成30年に全国初の取り組みとして設置された。
このコンソーシアムの概要や活動内容，そしてコンソーシアムや金融機関と弁理士との連携の可能性につい
て，コンソーシアムの元・事務局長に実施したインタビューも交えながら，紹介する。
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1　はじめに
　東京を拠点に弁理士業務を行なっていた筆者が岩手
県盛岡市にも事務所を構えた契機は，東日本大震災で
ある。母親が岩手県出身だったために幼い頃から岩手
を度々訪れており，岩手県を中心に東北の復興のお手
伝いをしたいという思いで，平成 24 年に盛岡にも事
務所を構えることとした。岩手県に目を向ける直接の
きっかけとなったのは，岩手県盛岡市に本店を構える
ある銀行さんから，沿岸部にある一つの支店の顧客向
けに知的財産に関するセミナーの依頼をいただいたこ
とである。このセミナーを通じて岩手県内で知財に関
心を持つ方々と知り合うこととなり，話を聞くうち
に，地方経済における知財にはまだまだポテンシャル
がある，と感じたことが背中を押してくれた。
　このような背景があったため，事務所設立当時から

県内の金融機関との関係構築にはそれなりの力を注い
できたが，平成 30 年に岩手県が中心となって「岩手
県知財金融推進コンソーシアム」が設置された。この
コンソーシアムは，岩手県と県内金融機関，それに事
務局としての岩手県発明協会を構成機関としており，
日本弁理士会東北会もオブザーバー機関の一つとして
参加させていただいている。
　このように県内の金融機関でコンソーシアムを組ん
で知財と金融をつなぐという取り組みは全国初のもの
であったし，他にあまり例のない取り組みであると思
われる。そこで，前半ではその活動の概要を説明し，
後半ではこの取り組みの推進主体である岩手県発明協
会の元・専務理事であり，平成 31 年（令和元年）度
までコンソーシアムの事務局長を務められていた酒井
俊巳氏に対する筆者のインタビューの様子を，対談形
式でまとめさせていただいた。我々弁理士にとっても
示唆に富む内容が含まれていると思われ，ここに紹介
させていただく。

2　岩手県について
　岩手県は，昨年，新型コロナウイルスの感染確認ゼ
ロが 7月末まで続いたことによって大きな話題になっ
たものの，全国的にみればそれほど認知度が高い県で
はなく，どのような場所なのかご存知ない方，行った
ことがないという方も多いかと思われる。せっかくの
機会なので，本題に入る前に，簡単に岩手県を PRさ
せていただきたい。
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　（1）　概況
　岩手県は，とにかく広い。その面積は北海道に次ぐ
国内 2位であり，首都圏の 1都 3 県（東京，神奈川，
千葉，埼玉）が束になっても敵わない。その一方で人
口は 120 万人ほどであり，人口密度は北海道の次に低
い。つまり，非常に伸び伸びと暮らすことができる，
ポストコロナ時代に向けては注目すべき県だというこ
とができる。

　また，農林水産省が毎年発表している都道府県別食
料自給率（カロリーベース）を参照すると，全国で 6
つしかない自給率 100%超えの県の一つである。そし
て，自給率のみならず，その内容も素晴らしい。ウニ
やアワビ，秋刀魚，鱈，鮭，カレイといった三陸の海
の幸はもちろんのこと，前沢牛（登録商標）や白金豚
（登録商標）といったいわゆるブランド肉，全国トッ
プレベルの生産量と肉質を誇る鶏肉，種類豊富なキノ
コや山菜，例を挙げれば切りがないが，とにかく美味
しいもののオンパレードである。筆者おすすめのいわ
て短角牛や宮古市重茂（おもえ）産の肉厚のわかめを
食べていただければ，移住希望者が殺到すること間違
いなしである。

　（2）　産業
　主な産業は，前述した豊富な食材を産み出す農林水
産業である。岩手県において農業や水産業が盛んなこ
とは容易にイメージできるものであろう。
　一方，あまり知られていないが，岩手の誇る生産物
の一つとして木炭がある。岩手県産木炭は全国生産量
の約 3割を占め，日本一の生産量を誇る。アウトドア
愛好者はよくご存知かと思うが，岩手木炭は最高品質
の木炭として認知されており，地理的表示（GI）の
登録も受けている。不純物が少なく，ほとんど煙や炎
が出ないことが特徴の黒炭であり，バーベキューで
使ってもらえば，焼き上がった肉の美味しさに驚かれ
るだろう。
　また，バーベキューのお供にはビールが欠かせない
が，ビールの原料であるホップも生産量日本一であ
る。県内には多くのブルワリーがあり，近年成長著し
いワイン醸造業と合わせ，岩手の食の豊さを演出して
いる。

　ものづくり産業については，大手メーカーの自動車

製造拠点や半導体関連工場が立地しており，それを支
える基盤技術を有する多くの中小企業が中心である。
また，伝統的に鋳物産業が盛んであり，近年は医療機
器産業や情報産業が盛り上がりを見せている。

　加えて，県内には岩手大学，岩手県立大学，岩手医
科大学を始めとした複数の大学があり，「岩手ネット
ワークシステム」と呼ばれる産学官金の連携の仕組み
が以前より機能している。県内における産学官金の交
流自体はかなり盛んであると感じられ，このような地
方ならではの仕組みから，次世代の産業クラスターが
形成されていくことが期待される。

　（3）　知財
　特許行政年次報告書 2020 年版（1）によれば，岩手県
の 2019 年の特許・実案の出願件数は合わせて 144 件，
意匠は 26 件，商標は 348 件である。要するに，かな
り少ない，と言わざるを得ない。
　岩手県には複数のものづくり集積地域が存在してい
るものの，そこに立地する企業の多くは他県に本社機
能を有し，仮に岩手県内に研究開発拠点を有していた
としても，知財の管理や出願は本社のコントロールの
下で行われることが多い。このことは県内発の出願数
が伸び悩む大きな理由の一つであろう。
　岩手県においても「岩手県知的財産活用促進プラ
ン」を策定し，県内中小企業を中心に知的創造サイク
ルの推進を図っているものの，出願件数の増加には結
びついておらず，むしろ日本全体の傾向に合わせて減
少傾向にあるというのが実情である。

　一方，県内にオフィスを構える特許事務所は，支所
形態のものも含めて現在 8事務所となっており，8名
の弁理士が岩手県知財業界の担い手として活躍してい
る。ここ数年は県内において知財に明るい人材も増加
傾向にあると思われ，今後は弁理士相互に連携して県
内知財の掘り起こしを進め，出願数も増加していくこ
とを期待している。

　（4）　金融
　岩手県を拠点とする金融機関としては，岩手銀行
（地銀），北日本銀行（第二地銀），東北銀行（地銀）
の 3つの銀行と，盛岡信用金庫，宮古信用金庫，一関
信用金庫，北上信用金庫，花巻信用金庫，水沢信用金
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庫の 6つの信用金庫，杜陵信用組合，岩手県医師信用
組合の 2つの信用組合がある。これらに加えて，みず
ほ銀行，商工組合中央金庫，日本政策金融公庫，他県
を本拠地とする金融機関のいくつかが盛岡に支店を構
えている。
　いくつかの金融機関からは，弁理士が過去個別に職
員向けや顧客向けの知財セミナーの依頼を受けた実績
があり，また日本弁理士会としても，平成 31 年（令
和元年）度からは弁理士絆プロジェクト「金融機関
チーム」を立ち上げてアプローチしてきたことはご既
承のとおりである。
　岩手銀行については，特許庁の知財金融促進事業の
枠組みを活用して知財ビジネス評価書を作成し，それ
を判断材料に活用した複数件の融資契約を締結した実
績がある。

3　岩手県知財金融推進コンソーシアムについて
　（1）　概要
　岩手県知財金融推進コンソーシアムは平成 30 年 4
月に設立された。日本弁理士会の弁理士絆プロジェク
トの開始に先駆けること 1年以上前に，岩手県におい
ては知財と金融機関とを結びつける活動が始まってい
たことになる。
　岩手県知財金融推進コンソーシアム設置要綱によれ
ば，コンソーシアムの目的は，「県内中小企業におけ
る知的財産を活用した経営を促進するとともに，県内
金融機関等において県内中小企業が保有する知的財産
を含む事業性評価に基づく成長支援や融資，信用保証
等を推進すること」となっている。
　地方経済においては金融機関の果たす役割が非常に
大きなものになっており，特に中小企業が何かしら自
社の経営に活かす情報を求めたり，新規事業の立ち上
げや新規商品の開発を検討したりするにあたっては，
最初に付き合いのある金融機関に相談することが少な
くない。むしろ，知財への取り組みがまだそれほど進
んでいない企業であれば，そのような場面に金融機関
が関与していないことはほとんどないと考えられる。
つまり，知財の存否に関する情報や今後知財が生まれ
る可能性についての情報を含めた中小企業の経営情報
は，金融機関に集まりやすい状況にある。ここにアプ
ローチすることを目指し，岩手県全体の知的創造サイ
クルの推進に繋げるというのが，岩手県知財金融推進
コンソーシアムの大きな目的であると言える。

　岩手県知財金融推進コンソーシアムは，原則として
年に 2 回の運営会議を行なっており，後述するコン
ソーシアム構成機関及びオブザーバー機関が一堂に会
する。運営会議のほか，セミナーや研修会，ワーク
ショップなどが開催されるほか，構成機関別に各種の
事業が実施されることとなっている。

　（2）　構成機関及びオブザーバー機関
　岩手県知財金融推進コンソーシアムは，平成 30 年
4 月の設立段階においては，岩手県，前述の岩手銀行，
北日本銀行，東北銀行の 3つの銀行，盛岡信用金庫，
宮古信用金庫，一関信用金庫，北上信用金庫，花巻信
用金庫，水沢信用金庫の 6つの信用金庫，岩手県信用
保証協会，それに事務局である岩手県発明協会を加え
た 12 機関をもって構成された。その後，日本政策金
融公庫盛岡支店と商工組合中央金庫盛岡支店が加わ
り，現時点では 14 機関をもって構成されている。
　これらの 14 の構成機関に加えて，日本弁理士会東
北会のほか，INPIT，東北経済産業局知的財産室，知
財総合支援窓口の窓口機能強化事業受託先である株式
会社三菱UFJ リサーチ＆コンサルティングの 4機関
が，オブザーバー機関として参加している。

　各構成機関からの運営会議への出席者は，もちろん
構成機関によってまちまちではあるものの，本部で法
人営業を統括する部門やリージョナルバンキングを推
進する部門の役職者が中心になっている。また，岩手
県からは，ふるさと振興部科学・情報政策室，商工労
働観光部経営支援課，商工労働観光部ものづくり自動
車産業振興室の 3部門から複数名が出席している。
　オブザーバー機関については，INPIT の東北地域
統括，東北経済産業局知的財産室長，三菱UFJ リサー
チ＆コンサルティングの研究員，そして日本弁理士会
の岩手県窓口責任者が参加している。

　（3）　活動内容
　平成 30 年 4 月の設立以降，毎年最初の運営会議で
事業計画案が事務局より提示され，その事業計画に基
づいて各年の活動が行われている。ここでは令和 2年
度の事業計画に基づいた活動の内容を紹介させていた
だく。
1）�　知財経営及び知財金融に関する構成機関相互の情
報共有
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　事務局である岩手県発明協会が受託して運営事業者
となっている INPIT 岩手県知財総合支援窓口の窓口
支援担当者（知財総合支援アドバイザー）等が，各金
融機関の本店及び支店・支所を訪問し，連携協力体制
の構築に努めている。
　また，岩手県内の企業等による出願・登録関係の情
報を事務局から各金融機関に定期的に提供し，各金融
機関から個別に情報取得の依頼があった場合には閲覧
の支援を行っている。
　加えて，知財経営や知財金融に資すると思われる特
許庁，東北経済産業局，INPIT，日本弁理士会等の施
策があれば，都度パンフレット等を各金融機関に提供
している。
2）　中小企業に対する知的財産制度の普及啓発
　国や INPIT が主催する知的財産制度に関する説明
会・セミナー等の開催情報を，事務局から各金融機関
に提供している。また，岩手県や発明推進協会等が実
施する知財関連セミナーの開催情報を，事務局から各
金融機関に提供している。各金融機関はこれらの開催
情報を取引先企業等に提供することにより，普及啓発
を行うという仕組みである。
　加えて，取引先企業等を対象とした知財制度に係る
講演会・セミナー等への講師派遣やそのあっせんを事
務局が行っている。
3）　中小企業における知財経営の促進
　各金融機関の取引先個別企業等を対象としたコンサ
ルティングの連携支援を実施するとともに，各金融機
関の支店等で実施する中小企業向けの経営相談会に窓
口支援担当者を派遣して参加させている。
　また，知財ビジネス評価書作成に関して，特許庁の
作成支援制度外のものについて，評価機関のあっせん
を行っている。
4）　知財金融の促進
　事務局にて知財金融に関する講演会を開催するとと
もに，知財金融に関する情報収集を行っている。知財
ビジネス評価書作成支援制度の活用促進を併せて行
なっている。
5）�　コンソーシアム構成機関の役職員における知的財
産制度の理解増進
　各金融機関の役職員を対象としたセミナー・勉強会
への講師派遣やそのあっせんを事務局が行っている。

4　コンソーシアム事務局に聞く
　岩手県知財金融推進コンソーシアムの活動状況につ
いては，字面だけを追ってもその実態がわかりにくい
ところがあり，その成果についても評価が難しい。そ
こで，本コンソーシアムの設置を推進し，自ら昨年度
まで事務局長を務められていた酒井俊巳氏にインタ
ビューを行った（インタビュー実施：令和 3年 1月）。
　酒井氏は，かつて岩手県庁で商工労働観光部長を務
められ，その後は令和 2年 5月まで岩手県発明協会の
専務理事として，岩手県の知財行政や知財の普及活動
に長年携わってこられた方である。
　酒井氏に対する筆者のインタビューの内容を，以下
に対談形式でまとめさせていただいた。

－�　本日はお忙しいところお時間をとっていただきあ
りがとうございます。岩手県知財金融コンソーシア
ムが設置されてから 3年弱になりますが，そもそも
何がきっかけとなってこのようなコンソーシアムの
設置を考えられたのでしょうか。

「そもそもは知財総合支援窓口ですね。岩手県では岩
手県発明協会で知財総合支援窓口の運営を受託してい
るわけですけれど，知財総合支援窓口は中小企業を主
な支援対象としています。支援先を開拓していくとき
に，やはり県内の中小企業さんの情報を一番持ってい
て，しかも経営内容まである程度把握しているところ
というと，金融機関しかありません。商工会や商工会
議所のような商工団体もありますけれど，補助金の申
請支援等で関与しない限り，個々の企業さんの経営内
容まではなかなか把握しきれていません。知財総合支
援窓口の支援先を開拓する上で，金融機関と連携する
のが一番いいだろうということですね。」

－�　なるほど，特に金融機関側からの要望があったと
いうことではなく，支援窓口の支援先開拓を推進す
るために，中小企業さんの情報が集まる金融機関と
組もうと，そういうことですね。コンソーシアムと
いう比較的大きな枠組みを作って推進していくため
に，根回しというか，事前に各金融機関にヒアリン
グのようなことは行ったのでしょうか。

「最初のきっかけはそういうことです。特に事前に何
かしたということはありませんが，設置要綱案やコン
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ソーシアムの活動内容案をまとめた説明資料を作っ
て，このようなコンソーシアムを作ります，と各金融
機関を説明して回りました。そこですぐに趣旨をご理
解いただけたので，コンソーシアムの設置は最初から
スムーズに行きました。」

－�　その段階でコンソーシアム設立に否定的な声は上
がりましたか。

「全くなかったですね。令和 2年度からは政府系の金
融機関にもメンバーに入ってもらったのですが（注：
日本政策金融公庫盛岡支店と商工組合中央金庫盛岡支
店），こちらについてはむしろ先様からお申し出いた
だいたというところです。」

－�　本コンソーシアムの構成機関には岩手県も含まれ
ていますが，岩手県からは本コンソーシアムの活動
についてどのようなサポートがなされているので
しょうか。

「何かしら特段のサポートがされているということは
ないのですが，県は県として知財活用を促進していく
というプランを持っていまして，そのプランの中に
は，県内で知財活用を促進していく上で金融機関との
連携は欠かせないという記載があります。つまり，プ
ラン策定時に既に県は金融機関からも話を聞いていた
という経緯がありますので，県としても，このコン
ソーシアムはやらなければいけない，という立場にあ
り，積極的に関与してもらっているという状況です。」

－�　日本弁理士会は岩手県とも知財支援協定を結んで
いますが，その担当部署は商工労働観光部のものづ
くり自動車産業振興室です。本コンソーシアムにつ
いても岩手県の担当部署もそちらが担当部署になっ
ているという理解で正しいでしょうか。

「県の組織といいますか，推進体制に若干問題がある
ところがあります。実際に県の組織の中で，知財活用
の推進のためにセミナーの開催等の予算を持ってお
り，岩手県発明協会に実施の委託等をしているのは商
工労働観光部（ものづくり自動車産業振興室）なので
すが，県で知財活用推進のプランを作っているのは政
策地域部なのです。ですので，プランを作るところ

と，そのプランを実行していくところが別になってし
まっており，やや統一感に欠けるところがあります。
　私が商工労働観光部長をしていたときに，この二つ
の機能を商工労働観光部に一本化したのですが，私が
居なくなった後にまた二つに別れてしまいました
（笑）。」

－�　そのような県の組織立ての問題は難しいところが
ありますね。金融機関との窓口となっている部署は
また別にあるでしょうから，このようなコンソーシ
アムのサポートをどこの部署が主体的にやっていく
のか，調整が難しそうなイメージがあります。

「そうですね。ただ，一部の県内金融機関は，毎年，
県の政策地域部に人を出しており，県の知財活用推進
プランの実行のところには金融機関からの出向者も絡
む形になっています。なので，連携が取りやすいとい
うこともあります。」

－�　側から見ていると，知財活用推進のためのプラン
はあるけれども，プランが着実に実行されているの
かどうか正直よくわからないという感じがあります。

「東北 6県で，県としてうまく知財活用を推進できて
いるところがあるかは疑問です。実際のところは，自
治体の知財行政は国の事業である知財総合支援窓口も
含めてかなりの部分を国に依存している状況かと思い
ます。県としてはこうした状況を良しとすることな
く，改善に努めていくことが必要ではないかと考えて
います。
　なお，東北地方では青森県が，県としての知財活用
の推進体制ができているようにみています。青森県
は，品種登録関連の失敗を受けて，平成 21 年に青森
県知的財産支援センターという組織を立ち上げ，プラ
ンの実行主体としても機能させ，県職員における知財
人材の育成にも努めているように感じています。
　岩手県でも，こうした体制が構築されるよう期待し
たいのですが，本コンソーシアムは本県独自のもので
すから，岩手県発明協会としても今後とも継続して維
持できるようにしていければと考えています。」

－�　話が少し変わりますが，最近の特許庁事業や知財
総合支援窓口事業の委託事業者である三菱UFJ リ
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サーチ＆コンサルティング（以下，「MURC」）が，
本コンソーシアムについてもオブザーバー機関と
なっています。本コンソーシアムの設置に関して，
MURCのサポートはどの程度あったのでしょうか。

「実は，岩手県でこんなコンソーシアムをやってみま
せんか，という働きかけがMURCの方からありまし
た。私も先ほどお話ししたように，金融機関との連携
が必須だという考えを持っていたので，MURC には
体制作りのところから関与してもらっています。
MURC には構成機関が集まる際（運営会議）に，他
地域における金融機関の知財への取り組みに関する事
例や知財ビジネス評価制度の事例の紹介，知財金融の
現状と課題，といった内容で毎回講演をしてもらって
います。」

－�　岩手県はその経済規模からすると金融機関の数が
多い印象があります。

「確かに多いと思います。地銀が 3行ありますし，面
積が広いという地理的特性があるとはいえ，信用金庫
が 6つというのはかなり多いと思います。以前は全部
で 8つの信用金庫がありましたし。
　考えてみると，これらの県内金融機関の中には積極
的に知財金融に取り組んでいたところもありましたの
で，コンソーシアム設立以前より，MURC と個別に
付き合いがあったと思います。そのことが，岩手県で
こんなコンソーシアムをやってみませんか，という
MURCからの働きかけにつながった可能性はありま
すね。」

－�　実際に 3 年ほどコンソーシアムの活動をしてき
て，成果についてはどのようにお考えでしょうか。

「今のところ，これこそ成果といえるもの，例えば知
財総合支援窓口の相談件数の増加などは確認できてい
ません。中小企業さんへの支援件数を増やしていく中
で，問題となるのはやはり中小企業さん自身の知財マ
インドの低さです。そして，中小企業さんへの知財マ
インドを向上させていくために，金融機関と連携して
いくというのが一つの本コンソーシアムの狙いでも
あったわけです。しかし，実際に各金融機関との連携
を図って中小企業さんの意識を引き上げていこうとす

る中で，果たして肝心の金融機関の知財マインドはど
うなんだろうか，という問題が顕在化してきました。
と言いますのも，実際に金融機関の中で地域の中小企
業さんと接しているのは，本店の統括部門の方々では
なくて支店の営業担当の方々です。本店側では知財へ
の意識を高く持っていたとしても，そのような支店の
方々のところまでその意識がどれくらい浸透している
のですか？という問題がはっきりしてきました。
　そこで，令和 2年度の活動においては，本コンソー
シアムの大きな事業として，各金融機関の支店と，知
財総合支援窓口の支援担当者との間の連携強化に乗り
出しました。具体的には，支援担当者に地域を割り振
り，その地域にある各金融機関の支店に対して支援担
当者がアクセスしていくための連絡網のようなものを
作りました。県内にある各金融機関の支店の中で主要
と思われる支店は合わせると 100 くらいになります
が，それぞれに一人ずつ支援担当者を割り振るととも
に，支店側にも知財担当者を置いてもらい，訪問して
います。まだ全部の支店を回り切れてもいないのです
が，この活動の結果，相談・支援案件がちらほら出て
くるようになっています。」

－�　なるほど，まさに草の根活動ですね。確かに私も
盛岡にオフィスを開設したあと，関係構築のために
いくつもの金融機関を訪問しましたが，今おっしゃ
られた本支店間にある意識レベルの違いのようなも
のは感じました。本店側の意識が高まってきても，
支店側の意識も向上していかないと知財の掘り起こ
しはできませんから，スルーされてしまっている案
件も多々ありそうです。
　�　今のお話と関連して，金融機関の異動サイクルの
短さも気になっています。仮に支店側で知財マイン
ドが高まってきたとしても，金融機関は基本的に異
動が頻繁にありますので，それが定着していかない
のではないかという懸念があります。

「その通りだと思います。そのような懸念がありまし
たので，今後は職制として各金融機関の支店側で気付
いてもらうことができる仕組みを構築しました。具体
的には，その支店の知財担当者が異動になった場合に
は，それを連絡してもらうことにしています。それに
加えて，毎年度必ず一度は支援担当者が各支店を訪問
するということにしました。そうすれば，支店の担当
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者が異動したにしても，次の担当者がいらっしゃると
いうことになります。
　また，異動サイクルが短いことは必ずしも悪いこと
ばかりではなく，一度知財担当者をした方は次の支店
に行っても，知財の知識を持っているわけですから，
何か知財が絡みそうな案件が出てきたときには，あ
あ，これは知財が関係しているな，と気づいていただ
けることになるわけです。このような流れがどんどん
広がっていく可能性はあると思っています。」

－�　そうなると，連絡網を作るというのは，字面通り
の意味合いよりも，各金融機関の支店の担当者を巻
き込むことによって，本支店間にある意識レベルの
違いや，異動サイクルが短いことによる弊害を解消
することにもつながるということになりそうです。
言い方が悪いかもしれませんが，無理やり知財に目
を向けてもらう仕組み，という感じですね。
　�　もう一つ気になっていることについてお聞きした
いのですが，県内の金融機関は，当然ながら競合関
係にあるとも言えます。このようなコンソーシアム
のような枠組みで一緒に歩調を合わせてやっていく
ことは難しいのではないか，という疑問があります。

「まず，6つある信用金庫については，基本的にはそ
れぞれ営業エリアが決まっていますので，ほとんど競
合関係にはないものと考えられます。また，3つの銀
行についてですが，岩手県の場合は幸いなことに，そ
れぞれの銀行の力を入れている業種や企業規模が異
なっているように思います。当然バッティングしてい
るところはあると思いますが，そこまで競合関係にあ
るという印象がありません。あまり顧客の奪い合いを
しているという感じがなく，うまく棲み分けができて
いる，顧客基盤が異なっているという感じです。」

－�　そうであればこのようなコンソーシアム形態で
あっても，うまく歩調を合わせてオール岩手で知財
を盛り上げていこう！という話になりそうです。実
際にいま地方で複数の地銀が共存できているところ
は，同じように，それぞれ顧客基盤が分かれている
のでうまく共存できている，ということなのかもし
れませんね。
　�　コンソーシアムに参加している金融機関さんの間
で知財に対する考え方に温度差を感じることはあり

ますか。

「それは今のところないですね。実際に知財金融の分
野で先行している金融機関もありますが，どこの金融
機関も同じように職員向けのセミナーであったり，情
報提供であったりを望んでいるような印象です。先ほ
ど支援担当者に地域単位で支店を担当わけして訪問し
ているという話をしましたが，例えば，○○地域にあ
る支店であれば，岩手銀行の支店も北日本銀行の支店
も信用金庫の支店も全部一人の支援担当者が訪問する
わけです。そうやって異なる金融機関の支店長さんや
担当者と話をしてみても，あまり知財意識の差を感じ
ることはありません。正直なところ，現時点ではそれ
ぞれの支店で取引先の新しい商品開発の相談であった
り，販路開拓の相談であったりを受けたとしても，そ
こに知財の視点を持って相談を受けている金融機関は
ほとんどないと感じています。基本的には，いま金融
機関が知財の活用とかそういった話をすることはな
く，販路開拓であればほとんどビジネスマッチングの
話なのかと思います。実際には商品開発の話であれ
ば，企画から製品化，流通などそれぞれの段階で知財
の活用の話は出てきて然るべきなのですが。」

－�　一度でも知財の世界に入ったことがある職員がい
れば，そのような視点での取引先の支援の形も増え
てきそうですが，なかなかそのような方はいらっ
しゃらないでしょうし，そこはまさに外部からサ
ポートしていくべきところですね。
　�　今後も本コンソーシアムの活動をしばらく続けて
いかれるのだと理解していますが，今後に向けての
課題というのはどのあたりにあると考えていらっ
しゃいますか。

「コンソーシアム設置後の運営会議には金融機関をは
じめ構成機関の皆さまには欠かさず出席していただい
ていますが，当初考えていた成果というのは，金融機
関においては取引先の中小企業の知財マインドを高め
ていく，そのためにはまず金融機関の職員の方々の知
財マインドを高めていただく，というところにあった
わけですけど，そこはまだという感じです。知財の制
度の仕組みを知っているというだけでは不十分であ
り，重要なのは，知財を活用するというのはこういう
ことですよ，こうやるとうまくいくんですよ，という
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ところなのですが，そこがうまく伝えきれていないと
感じています。制度に関してはある程度理解している
職員の方が増えてはいますが，知財を活用するという
視点を持って中小企業さんに働きかけるというところ
にはまだ至っておらず，これをどう推進していくのか
が課題です。」

－�　先ほど一部の県内金融機関から県の知財行政に携
わる部署に人を派遣しているという話がありました
が，他の金融機関からはそのような話はないので
しょうか。そのような場で実際に知財活用推進の仕
事に関わることによって，金融機関に戻ってからも
知財マインドを持って仕事をしていただけるように
なりそうな気もします。

「今のところは伺っていないですね。確かに出向の仕
組みはいいと思います。2年程度の交代サイクルで継
続的に出向してきていますが，その出向者は県の知財
プラン関係の主担当者として任せられていますし，県
の内部で知財に関する問題や課題が生じた場合に，発
明協会や知財総合支援窓口に相談に来るのもその方で
す。ですから，毎年ではないとしても，各金融機関さ
んから県に派遣してもらうというのはいいと思いま
す。本当は発明協会に派遣してもらい，どっぷり知財
に浸かってもらうのが一番いいかもしれませんけれ
ど。」

－�　それはいいですね。各金融機関から発明協会に人
を派遣してもらうというのは制度上難しいのでしょ
うか。毎年でなくとも，各金融機関から交代で人材
を出してもらい，例えば支援案件の担当アシスタン
トという形で，1年でもやってもらえれば，知財へ
の理解がかなり高まると思います。

「今までそのような話を持ち掛けたことがないのでわ
かりませんが，金融機関が人を派遣することは，先方
の都合が付くのであれば問題ないと思います。自治体
が人を派遣することはできない仕組みになっているの
ですが，金融機関は可能なはずです。この仕組みは確
かにいいですね，実現に向けて検討を進めていきたい
と思います。」

－　最後に，日本弁理士会でも現在「弁理士絆プロ

ジェクト」ということで金融機関との関係を構築し，
知財普及に向けて連携を進めていこうとしているので
すが，このコンソーシアムのような行政主導の金融機
関と連携において，地域の弁理士に期待することとし
ては，どのようなことがありますか。

「弁理士さんも直接中小企業さんと出願案件などでお
付き合いがあるかと思いますが，それだけの関係にと
どまってしまっているのがもったいないと考えていま
す。中小企業さんの経営課題などにまで踏み込んで話
ができるようにならないと，出願するという話になっ
たときに初めて弁理士さんとの付き合いが始まること
にしかならないので，なかなか掘り起こしに繋がりま
せん。弁理士さんが，出願だけやっていればいいとい
うマインドでいる限りは，このような話に巻き込んで
いくことも難しく，結局，知財が出てきた，と中小企
業さん側が気付いてからしか弁理士さんとの関係が始
まりません。本来であれば，こういう製品の開発を考
えているんだけど，という相談の段階から弁理士さん
に関与してもらい，開発の方向性であったり製品のコ
ンセプトであったりの議論を経て，権利化の方向性を
決め，生まれてきた知財の出願をする，という形が理
想ではないかと思います。今の状態ではなかなか弁理
士さんを最初から巻き込もう，という話になっていか
ないように感じています。」

－�　おっしゃるとおり，そのような形でどんどん巻き
込んでもらえるように，弁理士のマインドも変えて
いくことは重要ですね。
　�　本日は，お忙しい中，貴重なお話を聞かせていた
だきましてありがとうございました。

「ありがとうございました。」

5　まとめ
　全国初の取り組みとなっている「岩手県知財金融推
進コンソーシアム」の概要や活動内容は以上のとおり
であるが，県も構成機関として参画していることや，
県と発明協会とのパイプの太さもあって，各金融機関
の協力をうまく取り付けることができているように見
受けられる。まだ目に見える成果は少ないものの，各
金融機関の支店にまで知財担当者を決めてもらうこと
により，課題を解決していく道筋は見えてきている。
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　日本弁理士会の弁理士絆プロジェクト「金融機関
チーム」の活動とも重複するところがあり，今後は各
地域会でその活動を引き継いでいくこととなっている
ので，是非とも各地域会でも参考にしていただければ
と思う次第である。
　岩手県においては，このコンソーシアムの活動によ
り一層弁理士が関与していき，地域の知財を掘り起こ
していくという方向性が望ましいのではないかと考え
ている。そのためには，酒井氏が指摘していたよう
に，弁理士自身が「自分は知財の専門人材だ」という

殻を破り，クライアントである企業の経営課題等にま
で関心を持ち，知財を掘り起こしていくんだというマ
インドを持って，日々の業務に携わっていくことが必
要となろう。
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〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  

                 TEL.03-3581-1211（代） FAX.03-3581-9188

https：//www.jpaa.or.jp/

●相談は無料です。ただし、鑑定、調査、明細書の作成や内容の修正など、相談事項や依頼事項に

   よっては対応できない場合がありますので、ご相談の際に必ずご確認ください。

●日時によっては混み合う場合がありますので、ご了承ください。

知的財産 なんでも110番

弁理士が無料
で相談に応じま

す。 予約
制

東北会 022-215-5477

北陸会 076-266-0617
〒920-8203  金沢市鞍月2-2 石川県繊維会館2階

●相談時間／※詳細はホーム
ページをご覧くだ

さい。

http://www.jpaa-hokuriku.jp/

082-224-3944
〒730-0013  広島市中区八丁堀15-6 

                 広
島ちゅうぎんビル4階

●相談時間／　　　　　13：00～15：00

https://www.jpaa-chugoku.jp/

06-6453-8200
〒530-0001  大阪市北区梅田3-3-20 

                 明
治安田生命大阪梅田ビル25階

●相談時間／　　　　　 10：00～12：00/
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http://www.kjpaa.jp/

052-211-3110
〒460-0008  名古屋市中区栄2-10-19 

                 名
古屋商工会議所ビル8階
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                   高
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さい。

http://www.jpaa-shikoku.jp/

087-822-9310

関東会 03-3519-2707
〒100-0013  東京都千代田区霞が関3-4-2 弁理士会館1階
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https://www.jpaa-kanto.jp/

〒980-0014  仙台市青葉区本町3-4-18  

　　　　　  太陽生命仙台本町ビル5階

●相談時間／　　　　　13：00～16：00

https://www.jpaa-tohoku.jp/
毎週火曜日

月～金曜日

月～金曜日
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